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無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）に関する協定書（案）

国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所（以下「甲」という。）と株式会社○

○○○ △△支店（以下「乙」という。）は、無人航空機による災害応急対策活動（撮影

等）の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

第１条 目的

本協定は、甲府河川国道事務所が管理する河川及び道路施設等に災害等が発生した

場合に、無人航空機による災害応急対策活動（撮影等）により、詳細な被災状況を把

握し、被害の拡大防止と被災施設の早期復旧に資することを目的としている。

第２条 活動の内容

甲が乙に対し指示する活動の内容は、第３条の実施範囲内における無人航空機（以

下「機体」という。）を活用した、被災状況調査（撮影）等とする。

２．前項の他、甲が活動に関する具体的な要請を行った場合、乙は要請内容に基づき活

動を実施する。

第３条 活動の実施範囲

実施範囲は、甲府河川国道事務所管内とし、別紙－１で示す範囲とする。

２．災害等の状況により、甲が必要と認めるときには、甲は乙に対し、前項に規定する

実施範囲以外に出動を要請することがある。なお、出動を要請する際は、甲乙協議に

基づき行うものとする。

第４条 技術者および無人航空機を飛行させる者の変更

乙は甲に対し、本協定締結参加資格確認のために提出した「協定参加資格確認申請

書」に掲載した「技術者」「無人航空機を飛行させる者」について、やむを得ない事

情により変更が生じた場合は、甲と協議し、同等の能力を有する者を指定するものと

する。

第５条 活動開始の要請

甲は、河川及び道路施設等に災害が発生し、必要と認められるときには、被害状況

に応じて書面または電話などの方法により乙に出動を要請するものとする。

なお、乙は、近年の異常気象を顧み、自然現象及び予期できない災害等が発生した

場合は、常に最新の気象情報に留意するものとする。

２．乙は、要請を受けた場合、直ちに活動を実施するものとする。

３．乙は、出動要請を受けた場合は、速やかに本協定締結参加資格確認のために提出し

た「協定参加資格確認申請書」に掲載した技術者を担当技術者として定めるものとす

る。また、やむを得ない事情によりこれによりがたい場合は、甲と協議し、同等の資

格を有する者を指定するものとする。

４．乙は、災害発生時に甲が連絡体制、人員の確保の可否、機体の状況等の確認を実施

した場合、速やかに調査し報告するものとする。



第６条 撮影等に関する指示

活動の要請は、甲府河川国道事務所所属職員のうち甲が指定する者（以下、「指示

者」という。）が行うものとし、乙はその指示に従うものとする。

第７条 実施体制

災害等が発生し活動開始の指示を受けた場合には、乙は、甲に連絡体制、人員の確

保の可否、機体の状況、天候等を速やかに報告するものとする。

第８条 活動の実施報告

乙は、活動の完了後、開始時間・終了時間及び人員体制・使用した資機材等の内訳

について書面により速やかに甲へ報告するものとする。

第９条 活動完了の報告

乙は、活動が完了した時は、直ちにその旨を電話、メール等にて甲へ報告するもの

とする。

第１０条 契約の締結

甲は、第５条に基づき、乙が活動を開始した時は、遅滞なく随意契約を締結するも

のとする。

第１１条 費用の請求

乙は、活動の完了後、当該活動に要した費用の見積書を甲に提出するものとする。

第１２条 費用の支払い

甲は、第１１条の規定による見積書の提出を受けた時は、内容を精査し、その費用

を支払うものとする。

第１３条 損害の負担

活動の実施において、第三者に損害を及ぼした場合、乙がその損害を賠償しなけれ

ばならないものとする。ただし、損害の内、甲の責に帰すべき事由により生じたもの

については、甲が負担するものとする。

２．活動の実施に伴い、甲乙双方の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼした時、

または機体等に損害が生じた時は、乙は、その事実を直ちに甲へ電話、メール等にて

報告するとともに遅延なくその状況を書面により甲に報告し、その措置について甲乙

協議して定めるものとする。

第１４条 保有機体に関する情報の共有

乙は「協定参加資格確認申請書」に掲載した、機体の数量等を把握し、甲へ別途指

定する書面により定期的（12ヶ月程度）に報告するものとする。

２．前項の保有機体等の情報に変更があった場合、または機体の現状について甲が特に



報告を求めたときは、甲へ別途指定する書面により速やかに報告するものとする。

第１５条 航空法における許可等

本協定の主な活動は、航空法に定める特例に該当する事が想定されるため、乙は、

無人航空機の航行の安全や地上の人家等の安全が損なわれないよう、乙は必要な安全

確保を自主的に行うものとする。

２．航空法の許可・承認の申請手続き等については、甲乙は協力して事務手続きにあた

るものとする。

３．乙の操作技能等向上のために、試験撮影飛行や慣熟撮影飛行等を行う際には、甲が

管理する河川区域（未用の高水敷等）を利用できるよう、甲は配慮するものとする。

第１６条 防災訓練の参加

第２条活動の内容で定める被災状況調査など、災害応急対策活動を円滑に行うため、

甲は乙に対し甲の実施する訓練への参加を要請することができるものとする。

２．甲の実施する訓練において、乙は無人航空機の訓練撮影飛行を実施することとする。

訓練に関する費用は乙の負担とする。

第１７条 甲乙間の連絡窓口

甲乙間の連絡窓口（氏名、役職、平日昼夜・休日の連絡先（携帯電話、メール等））

は、甲乙間で別途指定する連絡表にて共有するものとし、本協定以外の目的には使用

しないものとする。

第１８条 安全の確保

乙は、活動にあたっては、労働基準法など関係法令を遵守し、技術者の安全確保に

努めなければならないものとする。

第１９条 緊急通行車両等事前届出

本協定締結後、乙は本協定に基づき、甲に対して乙が保有している（災害対策基本

法第７６条に示す）緊急通行車両として登録可能な車両を事前に甲に届け出をするも

のとする。

第２０条 身分証明書の発行

活動を行う場合は、乙は甲が発行する「身分証明書」を携行するものとする。

第２１条 有効期限

この協定の有効期限は、平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までとする。

第２２条 協定の効力

乙が関東地方整備局長から、地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の

措置要領（平成26年3月19日国地契第97 号）に基づく指名停止期間中はこの協定を適

用しない。

２．乙が関東地方整備局（港湾空港関係を除く）一般競争（指名競争）入札参加資格業



者のうち、測量または土木関係建設コンサルタント業務のいずれかに登録されていな

い場合はこの協定を適用しない。

３．乙が国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に各付けされた

関東・甲信越地域の競争参加資格を有していない場合はこの協定を適用しない。

第２３条 協定の解約

甲もしくは乙において、協定を継続できない事情が発生したときは、甲乙協議のう

え協定を解除することができるものとする。

２．乙において取引停止の事実や不渡りの情報もしくは会社更生法・民事再生法の申請

等があった場合または協定の履行にあたり乙に不誠実な行為があった場合は、甲は書

面による通告をもって本協定を解除することが出来る。

第２４条 その他

この協定に定めのない事項または疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議

して定めるものとする。

この協定の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成３０年 月 日

甲 山梨県甲府市緑が丘１丁目１０－１

国土交通省関東地方整備局

甲府河川国道事務所長 尾松 智 印

乙 ○○県○○市○○○丁目○○－○

株式会社 ○○○○ △△支店

支店長 ○○ ○○ 印



別紙－１


